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附属メモの

そのさい，市

大戦終了まで

対して，平等

が可能〕が与

明治維新から第２次大戦

第一は，市場経済の発達とい

場経済と資本主義との相違も

の日本経済の発展の大筋を示

に選挙権〔一人一票づつ平等

えられている，普通選挙制を

終了までの日本における経

うばあい，その発達の経路

明らかとなるであろう。第

したメモであり，第三は，

の選挙権〕と被選挙権〔一部

基礎とする議会制民主主義

済発展の概略

と条件を示したメモであり，

二は，明治維新から第二次

今日の， 歳以上の男女に

例外を除き，誰でも立候補

の導入に至るまでの明治維

新以後の発展

〔 〕市場

労働市場＝

の成立⇒

⇒株式市場の

薄短小の知識

〔 〕明治維

の概略を示したメモである。

の発達の経路と条件＝ 商品

人間の労働力が商品化，その

資本市場＝資本の商品化，そ

成立⇒ サービス，知的所

・頭脳産業の発達と，それを

新から第二次大戦終了までの

いづれのメモも本体のメモ

市場＝モノの商品化，その条

条件は生産者間の自由競争

の条件は株式会社の発生と株

有権，情報等の商品化，その

基礎とする情報化，国際化

日本の経済発展の大筋＝明

の理解に役立つと思われる。

件は社会的分業の進展⇒

による両極分解＝資本主義

式〔＝自己資本〕の売買

条件は， 革命による軽

，グローバル化の進展。

治元年〔 年〕明治維新

＝王政復古

ら」の近代化

民的，私的土

ように，換金

線となる⇒明

展開＝官営模

⇒明治６年〔 年〕学制，

による「富国強兵」のために

地所有へ転化し，現物貢租

可能性の殆どなかった状態へ

治 年〔 年〕まで国家収

範工場の建設等⇒明治 年

徴兵制とともに３大改革の１

，財政収入の確保が目的〔

に代えて金納地租へ＝地価の

の金納で，かつ高率の地租

入の ％を地租が占める⇒

〔 年〕起点の払い下げ⇒

つである地租改正＝「上か

領主的土地所有の廃止⇒農

分の３に設定＝後述の

導入が寄生地主制形成の伏

政府による殖産工業政策の

財閥形成へ＝泥のうえに立
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つ「上から」の

原蓄〔明治 年

一の発券銀行＝

立命館経済学

資本主義建設の起点〕⇒明治

（ 年）の西南戦争後の，

中央銀行として日銀を創立す

（第 巻・第３ ４号）

年〔 年〕日本銀行創立

各銀行の紙幣濫発によるイン

るとともに，銀本位制へ⇒深

⇒松方デフレ⇒日本型

フレ収束のために，唯

刻なデフレ，および国

税と地方税の大

農の地租滞納⇒

の土地集積〕⇒

率小作料を地主

第二則で規定し

主は，米価変動

人，地主と国の

増徴⇒自作農と中小商工業者

借金の抵当としての土地の抵

寄生地主制の形成へ〔 高率

のために設定＝地租改正法と

，不動の方針とする⇒小作人

により上下するも，ほぼ平均

取分は ＝耕作者

の没落へ〕⇒ 農業面で寄生

当流れによる，小作農への転

小作料＝政府は地主からの地

同時に公布された，地方官心

は現物小作料としてコメの収

して現物の ％を換金し，国

の資格に対する土地所有者の

地主制の形成へ〔自作

化と，高利貸⇒地主へ

租収入確保のため，高

得書の検査例第一則と

穫の ％を地主へ，地

への地租を納入⇒小作

資格の圧倒的優位＝小

作人の高率現物

同体内部で，さま

の封建地代徴収の

農村市場を成立さ

益は「意図せざる

せ，自己の収入に

これが，市場にお

がら，両極に分離

小作料支払い（これと，イギ

ざまな共同体規制のもとにおか

もとに置かれていた封建農民が

せ，農工未分離で，利潤目的で

結果」であったが，社会的分業

対する封建地代の率を低下させ

ける経済競争を基軸に，問屋制

していくことにより， 世紀中

リスにおける経済発展の経路を比

れ，領主がこの共同体規制の維

，共同体内部で社会的分業を展

はなく，隣人愛に基づくとはい

の展開と市場における自由競争

ていき， 世紀に独立自営農民

的収奪も加わり，漸次重点を農

葉以降，問屋制と絡み合いなが

較すると，封建的村落共

持を保証する代りに，領主

開して共同体規制を打破し，

え，したがって得られた利

とにより，生産力を向上さ

層＝ヨーマンリーが成立。

業から工業へと移行させな

ら，マニュファクチュア期

の資本主義へ移

地なく，先進資

人は徳川時代と同

ったのは，農家

すなわち，市場

うになれば，自

求めるようにな

行＝「下から」農民層起点の経済

本主義の側圧に対抗するため，「

じ高率の現物小作料支払いと，

の主要作物がコメであったた

は，社会的分業が進展し，大

然に交換においてお互の損得

り，カネを媒介とした売買の

発展。これと逆に，日本のばあい

上から」の経済発展の財源確保の

地主の支配下に置かれる）。因み

め，農村市場が成立する条件

量の，異なった使用価値をも

をなくするために，等しい価

場として成立するものなので

，独立自営農民成立の余

ため，国家を起点に小作

に， 現物小作料とな

が欠如していたため。

つモノが交換されるよ

値尺度＝カネの媒介を

，生産者が等しい価値

をもつコメを共

納の小作料徴収

業的農業も進展

の傾向が強く，

間家や酒田の本

立，逆に，瀬戸

て営まれ，土地

通の主要作物とする所では，

は不可能となる。但し，都市

。 地主の土地所有規模は，

土地が巨大地主に集中する傾

間家，島根の田部家（巨大山

内両岸から近畿，東海，関東

が細分化されて，高利貸的寄

交換の必要がなく，市場は成

の市場の発達した，とりわけ

茨城，栃木，新潟以北では，

向にあり，千町歩地主として

林地主で，砂鉄を基礎に日本のユ

南部にわたる地域では，農業

生地主となる傾向。 小作人

立せず，したがって金

近畿圏では，一部で商

農村内部のみでの生活

新潟の市島，白勢，本

ンカー経営を営む）が聳

が都市との関係におい

については，高率小作

料以外に，小作

未満と零細化の

東北区が 町

比して圧倒的に

附属地を含め

歩）。 小作人

地規模が，東北で３町未満

傾向が強いが（昭和４年（

歩，北海道が 町歩，内地総平

零細（欧米における農家一戸当

町歩，フランスで 年

の小作権＝土地保有権は土地

，２町以上（１町＝ほぼ１ヘク

年）度の農家一戸当り平均耕作

均が 町歩），麦とコメの相

り平均耕作面積は，イギリスで

に 町歩と 町歩，ドイツで

所有権に対して劣悪で，地主

タール），近畿では１町

面積は近畿区が 町歩，

違はあっても，欧米に

年に 町歩，

年に 町歩と 町

の恣意により，いつで
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も取り消し可

農民に対する

が定着⇒徴兵

第２次大戦後の世界情勢の変化

能⇒種をまいた者と刈り取る

専制支配と，常に経済的に貧

制と，上下関係の厳格な軍隊

と日本における社会経済史学の変遷

者とが別人との現象が生じ

窮状態にある小作人の地主

への兵卒の主要供給源とし

（川本）

る。 以上の結果，地主の

への絶対的服従の社会関係

ての農村における以上の社

会関係が，軍

６年（ 年

総就業人口中

上が農民＝戦

軽減，租税決

方，地租改正

大な国有地

隊内の秩序維持にそのまま反

）に総戸数のなかで農家戸数

，農業就業人口が ％へと

後改革において農地改革が全

定をする国会の開設に加え，

によって領主的土地所有を農

を設定＝地租改正終了時の明

映＝農村が日本軍国主義の

が ％を占めていたのが

下降しているとはいえ，戦

改革の基礎とされた理由〕

条約改正の要求へ〔植木枝

民的土地所有に転化する過

治 年（ 年）に全国土の

温床・基盤，因みに，明治

，昭和 年（ 年）には，

前には常に総人口の半数以

⇒農民窮乏の源である地租

盛〕⇒自由民権運動へ。他

程で山林，原野を中心に尨

％＝天皇制国家の物質

的基礎の構

料地を設定＝

関連。 工業

業熱＝明治

家の子女の家

における，資

おける，衣料

の三分化工

築⇒明治 年（ 年）帝国憲

天皇制の物質的基盤の一つ

面で産業革命の進行へ〔カネ

年（ 年）大阪紡績会社創

計補助的出 ぎ労働による，

本主義の正規部門としての，

生産の特殊部門として，外貨

程をもつ絹業の発展（絹業発展

法と同時に皇室典範を制定し

（他に有力会社の株式を取得）⇒

の価値の安定と低金利政策

立を皮切りに，紡績会社と製

肉体消磨的，インド以下低

棉作⇒紡績⇒綿織の三分化

獲得産業としての重要性を

によりコメの生産力の低い長野

，全九州の面積に当る御

天皇制と地主制との密接な

での民間融資の積極化⇒企

糸会社の勃興へ＝窮乏農

賃金に基づく， 衣料生産

工程をもつ綿業と 日本に

担った，養蚕⇒製糸⇒絹織

その他で養蚕が普及し，日本

農業はコメと

主義の基軸

保利通が内務

年（ 年

＝ 三井へ

（ 年）に

（ 年）に長

マユとを二大支柱とする「コメと

としての衣料生産部門＝軽工

省を設立⇒工務省の官業重視

）起点に，明治維新に官軍へ

は，明治 年（ 年）に新

富岡製糸所等を払い下げ，

崎造船所，明治 年（ 年

マユとの経済構造」〔山田勝次

業の成立〕⇒ 財閥の形成〔

の殖産工業政策に代る，民

の資金等の援助をした政商へ

町紡績所，明治 年（ 年

三菱へは，明治 年（ 年

）に佐渡金山・生野銀山を払

郎〕となる）＝戦前日本資本

明治６年（ 年）に大久

業重視の政策の実施＝明治

の官業の安価な払い下げ

）に三池炭坑，明治 年

）に高島炭坑，明治 年

い下げ， 住友も鉱山・

銀行を両軸

直轄事業をも

を設立，住友

三菱に海運

（ 年）

メリカとイギ

政官業一体の

に発展⇒明治 年（ 年

つ三井財閥を形成，三菱は各

も鉱山，銀行を軸に住友財閥

の独占を保証し，政府所有の

の 年間，運航補助金＝毎

リスの会社を排除。また海外

経済発展システムの起点。以

代）に，三井は三井銀行，三

種の鉱山，三菱長崎造船所

を設立。他方，大久保利通

外国船 隻を無償で下付した

年国家予算の約 ％，を与え

直輸出の構想から，三井物

上からの注目点＝ 財閥の

井物産，三井鉱山の三大

，三菱銀行をもつ三菱財閥

は海運貿易立国論を唱え，

のに加え，明治８ 年

，横浜―上海航路よりア

産等の商社の設立を助言＝

出自が三井が呉服店，三菱

が海運業者，

力と密着して

いと類似し

という独占形

や造船業，を

技術的連関を

住友が鉱山業であり，財閥形

経済活動を行なう点が，ヨー

ている点〔フッガー家につい

態をとるも，欧米での生産過

基礎とした独占形成ではな

欠如した生産過程と流通過程

成後の基幹部門が商社と鉱

ロッパの前近代的な独占体

ては諸田實氏等の諸業績を参

程の技術的連関，例えば石

く，「鶏のフンから口紅まで」

において儲かる部門はすべ

山業であって，常に政治権

，例えばフッガー家のばあ

照せよ〕。 コンツェルン

炭鉱業⇒鉄鋼業⇒機械工業

〔ポポフ『日本の独占』〕

て網羅している点＝技術者

（ ）



型ではなく商人

ではなく，三井

株会社支配を通

立命館経済学

型構成。 財閥の組織は，自

，岩崎，住友といった財閥本

じて，親会社⇒子会社⇒孫会

（第 巻・第３ ４号）

立した個人の経済活動への専

家の血縁家族を頂点に，本家

社とピラミッド型の支配形態

念を軸に構成されるの

の全株式所有による持

をもつ擬似血縁企業一

家を形成。 上

家間の競争によ

個人が埋没し，

り方＝前近代的

なお，戦前にお

終身雇用，年功

〔 年〕

からの専制君主的温情と，下

って経済が発展。 近代的個

集団への忠誠と献身によって

エートスと，近代的機械技術

いては労働者の権利は認めら

序列，企業内組合という企業

日清戦争の勝利⇒朝鮮の独立

からの忠誠服従の絆で結ばれ

人主義によってではなく，家

行動するという，前近代的共

によるモノの生産⇒流通との

れなかったといってよいので

一家的日本型経営の原型が創

承認， 東半島，台湾，澎湖

た，家族主義的企業一

族主義的集団のなかに

同体的思想と行動のあ

結合＝和魂洋才の発露，

あるが，ここに戦後の

出。〕。⇒明治 年

列島の割譲，賠償金２

億両＝３億

鉄所の操業開始

が明治６年（

明治 年（

総人口中の ％

い〕⇒重工業部

年（

奨励金の合計は

万円獲得⇒明治 年〔

〔大冶の鉄鉱石と筑豊の石炭

年）に総戸数の ％を占

年）に ％に減少。逆に，

から明治 年（ 年）の

門の育成へ〔明治 年（

年）までの，三菱，川

， 万 円で大型船の建

年〕金本位制実施⇒明治 年

の結合〕⇒日本資本主義の確

めていたのが，明治 年（

人口１万人以上都市の人口は

％へと増大。しかし，なお農

年）航海奨励法に基づく造船

崎，大阪鉄工所，石川島，小

造が増加。なお，明治維新か

〔 年〕官営八幡製

立期〔なお，農家戸数

年）の ％を経て，

，明治 年（ 年）の

業就業人口の比重が高

部門への補助等⇒明治

野鉄工，浦賀船渠への

ら日清戦争までの重工

業は，陸，海軍

軍人規律の「規

により，明治

明治 年（

造での明治 年

針」による製艦

明治 年（

工廠において造兵製艦用と

範」および軍事拡張の「大

年（ 年）に陸軍工廠にお

年）鉄道国有化までの陸軍統

（ 年）頃の自足完了，海

造器の躍進の指標として，

年）に当時世界最大の戦艦薩

しての工作機械等の輸入で開

方針」と明治 年（ 年）の

いて発明製造された村田銃の

制下における鉄道工築と，機

軍工廠では，明治 年（

明治 年（ 年）の下瀬火薬

摩の建造等が挙げられる＝日

始⇒明治 年（ 年）

製艦奨励の「大方針」

軍器としての採用や，

関車，軌道，客貨車製

年）の製艦奨励の「大方

の創成とその採用や，

本重工業発展の特徴は

軍事産業部門と

議が発生＝明治

物価騰貴，生計

体から重工業大

議院での抗議演

取締り強化への

公布＝国体変革

官営の八幡製鉄所を機軸に展

年〔 年〕６月に新町絹

困難のため賃金引き上げ要求

経営の男子労働者が中心に，

説⇒明治 年〔 年〕３月

起点⇒大正 年（ 年）３

，私有財産制否定の禁止＝共

開したところにある〕⇒重工

糸紡績でストライキが発生し

⇒明治 年〔 年〕以降大

足尾鉱毒事件における被災民

治安警察法公布〔＝労働組合

月普通選挙法の成立＝実施は

産主義運動の弾圧が目的⇒昭

業発展とともに労働争

，各地のストを誘発＝

型化し，従来の職人主

弾圧への田中正造の衆

と大衆行動への警察の

３年後，と治安維持法

和３年（ 年）２月，

第１回普通選挙

県警察部に特別

的思想と行動の

解放へ〕⇒明治

年（ 年）

から，日本の敗

⇒共産党と労農党の大弾圧＝

高等課設置＝通称特高＝共産

弾圧⇒労働運動の弾圧完成

年〔 年〕日

日韓併合へ〕，南樺太・ 東租

戦まで，南満州鉄道を経営〕

事件⇒７月内務省保安課

主義思想と行動の取締りの名

（＝「暗い谷間の時代」）⇒戦後改

露戦争とポーツマス講和会議

借権，東支鉄道支線等を獲得

＝朝鮮，満州の植民地化の起

を拡充，強化して，各

目で，すべての反政府

革における労働運動の

⇒韓国保護権〔⇒明治

〔⇒明治 年（ 年）

点⇒明治 年〔 年〕

（ ）



９月，日比谷

国家主義＝

〔 年〕，第

第２次大戦後の世界情勢の変化

焼打ち事件＝ポーツマス条約

内に立憲主義，外に帝国主義

一次世界大戦の勃発と大戦

と日本における社会経済史学の変遷

への不満＝大正デモクラシ

〕⇒戒厳令発布⇒他の都市へ

ブーム〔大正９年（ 年）ま

（川本）

ー運動の起点〔民衆主義的

の暴動の波及⇒大正３年

で〕⇒独占の成立へ〔東

洋紡，鐘紡，

井鉱山，三菱

⇒物価上昇

争議のピーク

の時代の幕開

権確立⇒昭和

年〔 年〕

大日本紡の３大紡による綿業

合資，北海道炭坑汽船，貝塚

による，賃金引き上げ要求の

〔前年ロシア 月革命〕⇒昭

け⇒財閥系５大都市銀行〔三

４年〔 年〕世界恐慌⇒井

恐慌が日本を直撃⇒ 価と米

独占，財閥はコンツェルン

鉱業，古河鉱業，の５社で

，労働争議の拡大⇒大正７年

和２年〔 年〕金融恐慌

井，三菱，住友，安田，第

上蔵相による全解禁策によ

価の下落による農民の貧窮

体制を構築，石炭業では三

生産額の ％を占める〕

〔 年〕，米騒動と労働

＝大戦ブームの終焉と戦争

一〕への予金集中による覇

る円高と輸出減少⇒昭和５

化と，中小企業の倒産や企

業の解雇によ

済的困窮を

〔日産，日窒

および日産は

軍部と政府に

は染料，イギ

リスでは化学

⇒高橋蔵相の

る失業者の増大と，娘の女衒

排外的軍国主義に転化する目

，日曹，理研等，理研の大河

満州へ，日窒は朝鮮へ進出，

依存。なお，化学工業の国際

リスはソーダ主軸，これは日

工業独自のソーダと，各国資

金輸出再禁止と，金との兌換

への身売り⇒昭和６年〔

的〕⇒軍需関連の重化学工業

内正敏による生産力最重視の

しかし，旧財閥に比して，

比較をすれば，日本は硫安

本では農業と硫安，ドイツ

本主義の構成と化学工業と

停止による，変動相場制へ

年〕満州事変〔国内の経

を中心に新興財閥の抬頭

技術者型企業経営の提唱，

銀行をもたない弱点があり，

生産が主軸であり，ドイツ

では繊維産業と染料，イギ

の関連の型を示している〕

の移行と，低金利，公債政

策の展開に

⇒巨大な赤字

年〕国家総

⇒昭和 年

以上の明治

資本主義分析

の大革命を起

よる景気回復策⇒軍事費増大

公債に依存する軍需インフレ

動員法＝戦勝を目標に掲げて

〔 年〕太平洋戦争⇒昭和

維新後の日本の経済発展を他

』序言の文章を引用してお

点とし厳密マニュファクチ

へ〔昭和 年（ 年）には財

へ⇒昭和 年〔 年〕日

，国民を国家に統合＝強制的

年〔 年〕８月 日に敗

国資本主義の発展と対比す

きたい。「 世紀末葉以降の

ュア時代（ 世紀中葉ないし

政支出の ％に達す〕

華事変へ⇒昭和 年〔

等質化（ ）

戦。

るため，山田盛太郎『日本

に対する 年

世紀最終三分の一期）の後と

くに 年以

をもつ英国資

命（ 年）

整えるに至り

年）を起

年）ならび

来の産業革命の過程において

本主義。 世紀初葉以降の

２月革命（ 年）の後とく

し所の，零細土地所有農民の

の場合にナポレオンの制圧

点とし古手の『地方的プロシ

に似而非ボナパルティズム

古典的構成をとるに至りし

に対する 年の

にボナパルティズム（

関係をもつフランス資本主

下に余儀なくされた上からの

ャ的』３月革命（ 年）の

（ 年）の形態の下に構成を

所の，近代的大土地所有制

大革命を起点とし７月革

年）の形態の下に構成を

義。 世紀中葉過ぎ以降の

ブルジョア革命開始（

後外見的立憲主義（

整えるに至りし所の，ユ

ンケル経営の

――英国の原

に奴隷数 万

所の，『純粋

―― 世紀初

革（明治元年

支配と零細土地所有農民の局

始的蓄積＝植民政策制圧に

人， 年に約 万人）

にロシア的』な雇役制度の基

頭以降の徳川封建専制の場合

， 年）を起点とする所の，

面とをもつドイツ資本主義

抗する 年の独立の後の奴

制度に対する奴隷解放（

礎と資本主義的大農経営の支

に先進資本主義諸国の外圧

徭役労働＝労働地代の礎石

。――旧露資本主義は省略

隷貿易＝黒人飼養（ 年

年）で構成をとるに至りし

配とをもつ米国資本主義。

下に余儀なくされた維新変

と半隷農的現物年貢の原則

（ ）



と債務農奴態の

以上は，戦前

国際化，グロー

立命館経済学

一般傾向との特徴の半農奴制

における日本の経済発展に対

バル化の進展している現在に

（第 巻・第３ ４号）

的零細農耕をもつ特殊的，

する国際比較の非常に秀れた

おいては，こうした世界史的

倒的，日本資本主義」。

一例であるが，情報化，

視野のなかでの，比較

史的現状理解の

明治

〔 〕明治維新

として，この附

必要性が益々強まっていると

維新から第２次大戦終了

から第二次大戦終了までの日

属メモにおける民主主義の

いえよう。

までの日本における民主主

本における民主主義制度発展

定義＝リンカーンのゲッディ

義の発展の概略

の大筋＝ 考察の前提

スバーグ演説における

「人民の，人民

という理念が，

選挙権をもつ議

内の個人や団体

〔行政〕，法律に

〔選挙を基礎と

者の緊張関係で

側面〔例えば，

による，人民のための政治（

運動を通じて制度化されたも

員により構成される議会に

が行動し〔法治国家〕，した

違反するか否かを司法が監

する三権分立＝議会制民主主

発展〕。もとより民主主義は

私有財産制や基本的人権（言

のとして，選挙権を有する選

おいて，法律が定められ〔立

がって，行政も軍事も議会

視し，違反したばあい罰す

義〕として定義〔民主主義は

政治的側面のみではなく，経

論，出版，集会，結社，信仰，

）」

挙人により選ばれた被

法〕，それに従って，国

立法に従って行なわれ

る〔司法〕，という制度

思想・運動・制度の三

済的，社会的，文化的

居住などの自由）の保障

等〕をも含むの

ける民主主義の

強制のなかで進

その後の選挙権

権の拡大過程を

経て財産資格に

年令以上のすべ

であるが，ここでは政治的側

発展は，天皇制絶対主義の行

行するので，この局面の考察

の拡充運動〔＝普選運動〕を

示しておくと， 制限選挙，

基づく選挙権〔例えば直接

ての男子または男女に選挙

面を中心に考察。 以下での

財政，司法，軍事機構の確立

を中心に置き，この過程のな

基軸に考察。なお，ここでヨ

中世の貴族のみの選挙権か

税いくら以上の納税者に選挙

権〕， 間接選挙〔例えば，一

考察の方法＝日本にお

・維持過程とその思想

かでの議会の開設と，

ーロッパにおける選挙

ら， フランス革命を

権〕。 普通選挙〔一定

定年令以上の男子が第

一次選挙人とな

最後に人口何人

同州議会選挙が

に複数の投票権

オーストリア帝

かし，本来の意

／ 年から

り，第二次選挙人が第一次選

に一人と定められた議員が第

その例〕。 直接選挙，１．

が帰属〕＝例として，初期イ

国では選挙人階級に従った選

味での複数選挙権では，あ

年まで存続したベルギー

挙人の一定投票数以上を獲得

二次選挙人により選出，

不平等選挙， 複数選挙〔あ

ングランドでは多数の住所の

挙権により，ある階級の所属

る特性に基づいて所謂附加投

選挙法では， 歳以上の市民

することで選出され，

年５月のプロイセン合

る前提を満たす選挙人

所有者に複数投票権，

者に複数の選挙権⇒し

票権が賦与，例えば，

が一票，それに加えて，

歳以上の家長

から年最低

官職にある者に

の者，土地所有

級選挙〔選挙民

れる国家または

，または最低 フランを得

フランを受け取る者は二票，

帰属。ドイツ帝国では 年

から特定の高さの所得を得る

の一票の重さの配分が，いく

地方選挙権〕＝最も有名な

る土地所有者，およびベルギ

最高三票は高度の学校教育終

から 年まで存続したザク

者，特定の教育程度の者に最

つかのグループ＝階級への帰

年５月 日から 年まで

ー国債または貯蓄金庫

了者またはある公的な

センにおける 歳以上

高四票が帰属等。 階

属に従って段階づけら

存続したプロイセン下

（ ）



院の三級選挙

ゆき，三分の

の階級で同数

第２次大戦後の世界情勢の変化

法では，公開で，選挙区の納

一に達した者までが第一級選

の議員を選出。その他二級選

と日本における社会経済史学の変遷

税総額を三等分し，高額納

挙人，同じ方法で第二級，

挙権も存在。２．平等選挙

（川本）

税者から納税額を集計して

第三級選挙人を決め，三つ

〔平等，直接，秘密選挙〕，

一定年令以上

．明治維

〔 年〕よ

１．王政復

なり，これを

肥の下級武士

地方を３府

の男子から男女へと選挙権が

新による幕藩体制から天皇制

り明治 年〔 年〕まで。

古から明治６年まで。幕藩体

天皇を頂点とする一元的中央

。明治元 ２年〔 年

県とし，正院構成者である大

拡大。

絶対主義への移行と外見的

制は幕府の諸藩支配と諸藩

集権制へ編成替えの必要，

〕の版籍奉還から明治４年

臣参議を頂点に中央官制を

立憲主義の成立＝明治元年

の領民支配との二元性から

そのさいの担い手は薩長土

〔 年〕の廃藩置県へ＝

整備＝官僚の主軸は華族と

薩長土肥の士

務，文部の各

争いを通じて

２．明治６

設要求と関連

内務省の

山，香川，福

族の反乱〔熊

族＝長州が大蔵，工部，陸軍

省を握り，政治経験のある

実績を向上＝中央から地方に

年〔 年〕内務省設立，徴

〕から西南戦争まで。

設置＝行政改革。設置過程＝

岡での大農民一揆の勃発，加

本の敬神党の乱⇒その後，佐

，教部，薩摩が宮内，海軍

「お雇い外人」と旧幕臣が指

至る天皇制官僚制度の起点

兵令施行，地租改正〔＝行

明治６年〔 年〕租税軽

えて徴兵令と廃藩置県によ

賀，秋月，萩，土佐の乱か

，開拓使，土肥が司法，外

導し，政府内部での主導権

。

政改革，軍政改革，国会開

減と徴兵令反対のため，岡

り特権的地位を奪われた士

ら西南戦争へ〕⇒西郷，板

垣，後藤，江

政大臣三条に

帰国〔欧米の

て，その技術

⇒閣議におい

変〔⇒自由民

に下属，警察

藤，副島の征韓論提起＝「内

よる，明治４年〔 年〕よ

富強の基礎は，機械制大工業

と制度の速やかな導入の必要

て決定済みの征韓論を否決⇒

権と西南戦争へ〕⇒大久保を

と勧業を掌握し，川路の献策

乱をこいねがう心を外に移し

り欧米回覧中の岩倉，木戸

，近代的立憲政体，義務教

を痛感，但し天皇制絶対主

征韓派参議の一斉辞職と下

参議兼内務卿として内務省

により，全国にフランス流

，国を興すの遠略」⇒太

，大久保等への帰国要請と

育制と軍事・警察制度とみ

義思想は堅持＝和魂洋才〕

野＝明治６年〔 年〕政

設立⇒地方行政を中央行政

の警察網を布く＝中央集権

的行政機構整

を終了するよ

よる言論統制

軍制改

衛兵〕設置が

軍は対外防衛

治６年〔

備の起点⇒明治８年〔 年

うに布告⇒これを不服として

へ〔⇒明治 年（ 年）に

革。明治４年〔 年〕の廃

起点⇒明治５年〔 年〕，

に，装備と訓練はフランス流

年〕，山県による徴兵令⇒全

〕大久保により地租改正事

各地で農民一揆⇒同年，新

集会条例と「刑法」，「治罰法

藩置県にさいして，薩長土の

兵部省を陸，海軍２省に分割

，しかし，気風は封建的武

国を６軍管に分け，６鎮台を

務局設置＝翌年に改租事業

聞紙条例と出版条例改正に

」により体系化〕

人の御親兵〔後の近

し，陸軍は対内鎮圧，海

士団〔⇒竹橋事件へ〕⇒明

設置して，軍備の大拡張

と国民皆兵制

は大久保内務

揮権を一手に

強化。

自由民権

権的官僚制支

を布告⇒明治７年〔 年〕

卿が警察権，裁判権，軍事権

掌握〔⇒明治 年（ 年）

運動＝憲法制定と国会の開設

配に対する三つの対立勢力＝

陸軍参謀局設置＝軍令権独

の三権で鎮圧，同年台湾侵

に参謀本部設置へ〕＝行政，

運動＝民主主義発展の起点

薩藩の大久保政権下に置

立の起点⇒同年佐賀の乱で

略では西郷従道が軍令の指

軍事における中央集権化の

。大久保政権による中央集

かれた木戸＝長州閥， 征

（ ）



韓論に敗れた西

帝国議会創設へ

公党を組織して

立命館経済学

郷一味〔⇒西南戦争へ〕，

＝明治７年〔 年〕，板垣

，民選議員設立建白書を政府

（第 巻・第３ ４号）

板垣や江藤の，土肥中心の自

，後藤，江藤，副島らの前参

に提出＝自由民権運動＝民主

由民権論⇒憲法制定と

議が中心となり，愛国

主義運動の起点＝設立

理由は，前年の

「立志社」設立

る＝「上流の民

雑誌も創刊⇒同

板垣が会談して

め国会創設の基

内閣と諸省の分

地租改正を受けて，「租税を

〕＝大久保の独裁阻止が目的で

権」⇒明治８年立志社と合し

年，大阪会議＝木戸が大久保

，木戸，板垣が参議に復帰，

礎を作成， 大審院創設＝司

離⇒同年の「立憲政体の詔

納める者が参政権をもつのは

，主権在民ではなく，君主専

て愛国社結成⇒これを契機に

派と対抗するため板垣と組み

同時に，伊藤作成の四か条改

法の整備， 地方官会議確立

」で の実施宣言⇒同年

当然」〔同年，土佐でも

裁を翼賛する機関とす

各地に結社が結成され，

，木戸，大久保，伊藤，

革案， 専制を防ぐた

， 天皇親政のため，

，元老院をめぐる政府

内の対立から，

大久保を総裁と

＝村役人や豪農

結社の指導者が

えた有司対自主

権を与え，立法

において自由民

起草し，京都行

新聞，雑誌による政府攻撃を

する地租改正事務局が設置，

層も加わる⇒同年開催の第一

連名で提出＝「下流の民権」

自由から，植木枝盛の権力対

・司法・行政の三権分立制を

権の三大綱領＝国会開設，地

在所の天皇に建白，なお，愛

防ぐため，新聞紙条例等の世

翌年に改租事業完了を布告⇒

回地方官会議へ公選民会開催

＝地方民会や国会開設の目的

自由の問題，大井憲太郎の主

創出，へと転換⇒明治 年

租軽減，条約改正が明確化，

国社創立に参加した者の多く

論弾圧法制定⇒同年，

各地で反対の農民一揆

上申書を各地の豪商，

が，「上流の民権」の唱

張した，全人民に参政

〔 年〕の立志社建白

植木枝盛と吉田正春が

は西南戦争を頂点に，

鎮圧された士族

３．明治 年

西南戦争後の

定。

行政改革。

備強化＝「郡区

警察，軍事制度

反乱に走る。

〔 年〕西南戦争から 年

考察の順序として， 行政改

明治 年〔 年〕，三新法

町村編成法」，「府県会規則」，

の整備強化⇒「郡区町村編成

政変まで。

革， 軍制改革， 年政変

体制＝自由民権運動の抑圧と

「地方税規則」による，地方

法」により，従来中央の意の

と国会開設の詔勅を設

中央集権権力機構の整

制度改革を通じて官僚，

ままにならなかった，

旧藩意識の残る

中央の地方行政

に基づいて，選

発議権と決定権

議費は別途負担

郡長に任命され

により，府知事

地方を，内務卿⇒府知事・県

への指揮，監督権の確立。

挙権は地租５円以上，被選挙

は府知事・県令がもつ。「地

。同時に郡長制設置＝町村を

ることにより，知事の郡町

は，属官と郡長の任免権や府

令⇒郡長・区長⇒戸長という

「府県会規則」で公選府県会が

権は地租 円以上に与えられ

方税規則」は諸税を府県税に

共同態とし，地方名望家が，

村への監督権が強化されると

県会の召集・中止権等の権限

行政命令系統に編入＝

設置，但し，財産資格

，審議権のみをもち，

統合し，区町村内の協

府知事・県令により，

ともに，「府県官職制」

を与えられ，その権限

が強化され，内

かれる。また，

度を，翌年大久

〔 年〕改正

を改め，就学を

軍制改革。

務卿が知事の任免に法制上関

明治 年〔 年〕に天皇親

保暗殺後に内務卿となった伊

教育令公布＝前年公布の地方

義務づけ，教育内容と教員に

徴兵制軍隊による，西南戦争

与することにより，地方が完

政を補佐する機関として宮内

藤が廃止⇒天皇制官僚のみが

住民の自発性を喚起するとい

対する府県知事の監督権を強

と征台との遂行から欠陥が浮

全に中央の統制下に置

省に設置された待補制

輔弼の責任⇒明治 年

う所謂「自由教育令」

化＝天皇制教育の起点。

上＝徴兵忌避と竹橋騒

（ ）



動。 竹橋騒

は西南戦争の

と山県はみ

第２次大戦後の世界情勢の変化

動への対処＝明治 年〔

恩賞への不満⇒旧藩時代の気

て，「軍人訓戒」配布＝近代的

と日本における社会経済史学の変遷

年〕に竹橋の近衛兵大隊の

風が残り，天子への忠誠心

軍制や装備とともに，兵士を

（川本）

兵卒の蜂起騒動発生，原因

が欠如していることの結果

中心に，軍人の思想と行

動のあり方

従，上官の命

築する起点

における，

布＝統帥権独

省に委託＝後

制確立への起

〔＝エートス〕の重要性の喚起

令は天皇の命令，とする思想

＝地主，小作関係との類似〔

に大和魂で勝てる，との

立の制度的起点＝天皇の軍事

に軍令⇒軍政のあり方が財政

点〔軍令と軍政の分離は，普

⇒神聖不可侵の天皇への忠

と行動の仕方を叩き込み，

明治 年（ 年）１月の「軍

狂信への起点〕。 明治 年

大権を輔佐し，政府等の介

等に重大な影響力をもつ起

仏戦争後のベルリンに留学

誠と，その命令への絶対服

厳格な上下関係の秩序を構

人勅諭」へ⇒太平洋戦争

〔 年〕参謀本部条約公

入を 断⇒軍制は陸・海軍

点，同時に日本軍国主義体

した桂太郎の上申により，

ドイツ軍制の

制改革ととも

局を新設＝全

確立。

年の政

ていた財政収

大蔵省の克服

ず，関税自主

導入〕⇒徴兵制の完全実施と

に自由民権運動に対処するた

国行政警察の監視と府県の警

変＝国会開設への起点。政変

入に対して，増大する支出に

策＝大隈は官営工場育成のた

権のない状態での入超と，正

軍器生産体制の強化⇒対外

め警察制度を強化＝明治

察の管轄権を賦与＝内務省

の発端＝西南戦争後の物価

より招来した財政危機の克

めの積極財政による国立銀

貨の流出による洋銀価格の

侵略目標の軍拡の起点。軍

年〔 年〕警保寮に警視

頂点の全国行政警察秩序の

騰貴と，地租に殆ど依存し

服策をめぐる対立⇒大隈と

行の紙幣濫発に原因を求め

騰貴に原因をみる⇒外務卿

寺島に条約改

るも，いず

〔 年〕に

卿を分離して

部を設け，各

つの部の指揮

務卿，井上と

正交渉を命じ，明治 年〔

れも成果なし⇒物価騰貴によ

大蔵省を掌握する大隈を失脚

，参議は内閣で基本方針を策

部に「主管参議」を配置して

・監督権を掌握＝伊藤政権成

内務卿，松方の協力のもとで

年〕に横浜正金銀行を設

る民権運動の活 化⇒長州参

させるため，伊藤による政府

定し，実務は卿以下に委せ

，関係諸省の行政への指揮

立⇒財務再建と地方民権運

遂行＝ 大隈，寺島の，税

立し，民間正貨の吸収を計

議の大隈批判⇒明治 年

官僚機構の改革＝参議と

るべきだとして，法制等六

・監督権を与え，伊藤が４

動の抑圧を，寺島の後任外

権を回復して，保護関税に

より輸入を防

を遂行＝横

より，地方税

社設立と，か

方商社⇒零細

の中小国立銀

関係を含みな

止する策に代え，協定税率引

浜正金に「別段予金」を設け

，酒とタバコ税を引き上げて

れらによる横浜連合生糸荷預

製糸業者⇒養蚕農家の生糸流

行の系列で零細製糸業者と養

がらも，系列関係者の民権運

き上げによる関税増収と直

，内外為替への便宜を計り，

，輸出奨励金を与え，直輸

所設立＝政商による輸出商

通網の完成。他方，横浜正

蚕農家を金融面で掌握⇒以

動への不参加を結果。 民

輸出政策による正貨獲得策

「地方税規則中改正」令に

出を奨励⇒政商の直輸出商

品の流通独占の体系化＝地

金⇒三井等巨大銀行⇒地方

上，系列内部における対立

間活力による殖産工業政策

＝大隈の官

則」を公布＝

り財政収入

設立へ〕⇒民

建設に集中す

〔明治 年（

営模範工場育成のための積極

官営工場や模範工場の政商へ

の増大，並行して農商の保護

間活力を喚起⇒これは同時に

ることを意味。 自由民権運

年）１月１日に施行〕⇒

財政政策に代え，明治 年

の安価な払い下げ＝財政支

から管理への方針転換〔明治

，財政を軍事部門の官営工

動抑圧策＝明治 年〔

明治 年〔 年〕，請願上書

〔 年〕に「工場払下概

出の削減と払い下げ金によ

年（ 年）に農商務省

場と内乱鎮圧のための鉄道

年〕に刑法，治罪法を発布

の禁止⇒明治 年〔

（ ）



年〕，集会条例

明治 年〔

村会法」と「改

立命館経済学

改正，戒厳令制定，請願規則

年〕警視庁の復活と憲兵制度

正府県会規則」による区町村

（第 巻・第３ ４号）

制定⇒明治 年〔 年〕，新

の設置。 地方税改正＝明治

の自治権剥奪と，郡長，府県

聞紙条例改正，また，

年〔 年〕，「区町

知事への裁定権賦与＝

内務卿⇒知事⇒

の権限での非常

地方有力者を軸

年の政変＝

出〔同年中に憲

＝イギリス模範

大権，立法権は

郡長⇒戸長の系列支配の強化

の災害への支出と，非常のさ

とした地域住民の連帯を編成

以上の伊藤の政策への大隈の

法を制定し，翌年に議会召集

〕⇒岩倉・井上建議〔憲法制

天皇と議会が分有＝大日本帝

⇒同年に地方税規則改正，備

い，国庫支出を廃し，地域住

し，民権運動の抑止と財政支

反撃＝明治 年〔 年〕３

。欽定憲法により，議院制内

定の全権を伊藤に与え，プロ

国憲法の原型〕⇒大隈の孤立

荒儲蓄法の制定＝知事

民の供出へ切り換え＝

出の削減を計る。

月，大隈が建議書を提

閣＝政党内閣制を提唱

イセンを範として天皇

⇒北海道開拓使官有物

の払い下げ問題

発布。

４． 年政変

日本銀行創設，

中央行政改

規則等の検討，

権が立法権，司

設へ向けての検

に対する大隈の新聞による政

から憲法発布と国会開設へ。

松方デフレと自由民権運動

革。明治 年〔 年〕の国

修正，不適当な所を再議させ

法権に優越＝プロイセン模範

討に反映＝憲法制定の機関を

府攻撃⇒大隈を罷免するとと

考察の順序として， 中央行

の激化，を設定。

会開設詔勅発布後，参事院を

る権限⇒６部制に分割されて

の行政国家建設の起点〔⇒こ

参事院に置き，伊藤が長官と

もに国会開設の詔勅の

政改革， 軍備拡張と

設置＝各省からの法律

いた事務の統合＝行政

れが憲法制定と国会開

なり，宮内卿を兼任し

て天皇中心の憲

拒否，租税は元

議，卿を廃して

区町村会の自治

軍備拡張と

対清軍備拡張の

書を政府に提出

法を構想，他方，伊東己代治

老院に先議権＝国会の骨抜き

伊藤が正式の内閣総理大臣へ

が剥奪されて内閣の統制下へ

日本銀行の創設。明治 年

提起⇒同年７月に京城事件

＝軍備拡張８か年計画により

中心の「国会規則」制定では

案を検討〕⇒明治 年〔

，前年の，地方制度改正によ

。

〔 年〕１月，陸軍卿大山と

〔壬午事件〕で拍車⇒同年８月

常備軍４万人，軍艦 隻を整

，予算の議会決定権を

年〕内閣制度創設＝参

る戸長官選制布告で，

参謀本部長山県による

，山県が軍備拡張上申

備，同時に軍人勅諭の

発布＝天皇の軍

想の徹底排除⇒

意強制〕⇒明治

軍備拡張８か年

安定させて，低

券銀行として，

部門以外の官営

隊との大義による，軍人思

憲兵を司法警察として，民衆

年〔 年〕徴兵令改正＝

計画の目的達成のため，武器

金利融資による兵器生産の必

兌換券を発行して，正貨蓄積

工場を捨値で政商に払い下げ

想の強制的等質化

の思想と行動の取り締り〔⇒

国民皆兵制の徹底化と兵種決

や甲鉄艦を輸入するための正

要⇒明治 年〔 年〕日本

と不換紙幣整理。また，兵器

て財政収入の増大を計り，巨

＝これに反する思

軍人思想への民衆の同

定方法の採用。他方で，

貨蓄積と，貨幣価値を

銀行の創立＝唯一の発

生産強化のため，兵器

大銀行に対して官公金

取り扱いの便宜

修好条規」を利

易へ。

松方デフレ

＝米価， 価の

割・家屋税の４

を計る＝国家資本と特権資本

用して，政府の保護のもとで

と自由民権運動の激化。日銀

暴落と，軍備強化のための酒

税目中心の地方税の大増徴⇒

の軍拡のための癒着，軍国主

，特権的政商が朝鮮の米，大

創立による紙幣整理⇒急激な

造税や煙草税等の増税および

自作と小作農の窮状⇒合法的

義の基盤整備⇒「日韓

豆，産金等の略奪的貿

デフレへ⇒農村を直撃

地租割・反別割と戸数

，平和的な自由民権運

（ ）



動から，実力

明治 年〔

〔＝自由民権

第２次大戦後の世界情勢の変化

行使を含む激化事件の瀕発へ

年〕に松方デフレの影響

運動のピーク＝関東，東山，

と日本における社会経済史学の変遷

⇒，明治 年〔 年〕福

が最高潮へ＝群馬事件，加波

東海の養蚕地帯で，生糸と

（川本）

島事件⇒翌年の高田事件⇒

山事件，秩父困民党事件

価が暴落⇒租税滞納と借

金の累積⇒

上は弾圧によ

大綱領＝国会

に一定の影響

５．憲法制

穏健な市民的

市民的反

高利貸への借金 年据え置き

り鎮圧。激化事件の意義＝借

開設，地租軽減，条約改正に

力をもった点。

定と国会開設に至る過程。考

反対派への移行とそれへの対

対派による自由民権運動の継

，減税等を郡役所に要求〕，名

金の帳消しや質地返還要求

あり，明治 年〔 年〕

察の順序として， 自由民

策， 統治機構の整備，

続。明治 年〔 年〕成

古屋事件，飯田事件⇒以

とともに，基本的要求は三

の国会開設と国会のあり方

権運動の農民的反対派から

軍制の整備，を設定。

立の伊藤内閣による条約改

正運動⇒鹿鳴

外国人の，日

党の民権派に

広重恭等の前

も党友その他

条をあげて

回」⇒全国に

家 人を東

館時代の招来⇒秘密裡での条

本人と平等な権利の認可⇒政

よる反対運動へと波及⇒明治

改進党の旧幹部が結集して，

とともに土佐を出発⇒明治

政府を弾劾⇒後藤中心に「三

波及して愛国有志同盟会結成

京から追放，退去拒否者を投

約改正会議＝新通商条約と

府内の国権主義者から反対

年〔 年〕に，星亨や

大阪中の島の自由亭で全国

年〔 年〕に板垣が意見

大事件建白」運動＝「言論の自

⇒政府は保安条例発布〔＝

獄⇒後藤の「大同団結」提唱

引き換えに，国内における

の火の手⇒旧自由党と改進

中江兆民等の旧自由党と末

有志懇親会開催⇒翌年板垣

書を天皇に上奏＝失政 か

由，地租軽減，外交の挽

対立の頂点〕⇒建白書運動

と地方遊説＝言論，集会

の自由，税負

として，民権

法発布時の大

統治機構

明治 年〔

任⇒明治 年

定⇒明治 年

担軽減，税支出の国民監視を

論掲載の雑誌が発売禁止⇒他

赦令による民権派の慰撫策お

の整備。自由民権運動への弾

年〕の内閣制度創設により

〔 年〕の官吏服務規律に

〔 年〕に枢密院設置＝天

，国会開設により検証⇒政

方，大隈，後藤の入閣によ

よび国会開設へ。

圧強化とともに統治機構の

，内閣総理大臣と国務各大

より，天皇と政府への厳格

皇の「至高顧問の府」とし

府により，治安妨害を理由

る大同団結派の分裂と，憲

整備。中央行政機構では，

臣は直接天皇を輔弼する責

な忠誠義務と自己規律が規

て「元勲及練達の人」によ

る憲法解釈の

年〔 年

され，明治

程に参画＝政

行政機関との

年〔 年

の裁判所官制

最高の権威機関＝天皇⇒枢密

〕に市制，町村制の公布〔

年〔 年〕に改正が断行さ

府⇒府県⇒郡⇒市町村の中央

融合。警察機構の整備では，

〕の警察官吏配置及勤務概則

⇒明治 年〔 年〕の裁判

院⇒官僚の指揮，監督権の

明治 年（ 年）４月施行〕

れた府県・郡制＝地方の有

集権行政の徹底化および伝

明治 年〔 年〕の内務

で整備。裁判機構の体系化

所構成法により体系化。

強化。地方行政では，明治

，また，同年に審議が開始

力者層が行政の政策決定過

統的村落共同体秩序と国家

省官制，警視庁官制⇒明治

では，明治 年〔 年〕

軍制の整

戦体制への転

置，師団司令

設置＝警察と

と弾圧体制の

６．憲法制

備。既述の対清開戦論の抬頭

化の起点⇒明治 年〔 年

部をその下に配置，歩兵 個

連 しての反抗の未然防止＝

強化および対外的に武力侵略

定と国会開設。以上，天皇中

⇒明治 年〔 年〕に師

〕に参謀本部条例を改正し

連隊の全国主要都市への配

軍事権と統帥権の独立強化

体制強化。

心の，中央行政優位の体制

団制と海軍鎮守府官制＝即

て陸軍・海軍参謀本部を設

置と歩兵大隊ごとに分屯地

と対内的には民衆への監視

および軍制を確立するとと

（ ）



もに，憲法制定

発布， 国会開

憲法制定と

立命館経済学

と国会開設へ。以下，考察の

設， 教育勅語と地方自治，

国会開設に至る過程。以上の

（第 巻・第３ ４号）

順序として， 憲法制定と国

を設定。

中央から地方への行政，警察

会の創設過程， 憲法

，裁判機構の整備と軍

制改革と並行し

とともに，プロ

て，プロイセン

学ぶ⇒明治 年

調局を設置し，

もに，内閣制度

中心に「国会

て，憲法制定と国会開設の準

イセンとオーストリアに憲法

憲法と，天皇大権を強化する

〔 年〕帰国後，参事院に

伊藤が長官，および，天皇の

と諸官制，官吏任用制度，地

規則」作成＝国会の権限の骨

備が進行＝明治 年〔 年

調査のために出発⇒グナイス

ため，政府や官僚機構の整備

憲法取調所設置⇒明治 年

権威を利用するため，宮内卿

方制度，行財政制度等の立案

抜き作業⇒明治 年〔

〕伊藤は，伊東己代治

トやシュタインについ

をいかにすべきか，を

〔 年〕宮中に制度取

を兼任⇒憲法起草とと

作業遂行，同時に伊東

年〕華族令，明治 年

〔 年〕華族

源創出⇒明治

天皇を頂点とす

の事後承認。

憲法の制定

の大臣以下文武

３条は天皇の

の任免権，宣戦

世襲財産法創設⇒ 人の有爵

年〔 年〕皇室財

る行政，司法，立法の体系化

。明治 年〔 年〕２月

官僚と新華族を集めて，大日

万世一系性，世襲主義，神聖

と講和，条約締結の外交権，

貴族創出＝貴族院の構成員と

産を設定して，天皇制の物質

と，そのための機構整備の完

日，天皇が大元帥の服装で

本憲法発布の式典＝憲法は７

不可侵性を規定，そのうえで

法律の裁可，公布，施行の大

内閣と高級官僚の補給

的基盤を強化。以上，

了⇒憲法と国会は以上

，皇居正殿に 人余り

章 条より構成，第１

，天皇は大臣と全官吏

権と法律に代る勅令発

布権という立法

天皇が内政，外

憲主義。但し，

元首ニシテ統治

憲法による制限

国会の開設

華族，勅撰議員

権，議会の開閉，停会，解散

交，軍事にわたる全権限を掌

自由民権運動の慰撫策として

権ヲ総攪シ此ノ憲法ノ条規ニ

を規定〔⇒美濃部達吉の天皇

。明治 年〔 年〕帝国議

，多額納税者議員 人から

権と，司法に関する全権限，

握＝立憲主義の外観のもとで

立憲主義の制約も存在＝例え

依リ之ヲ行フ」と天皇主権を

機関説，大正デモクラシーへ

会の開設＝貴族院と衆議院の

構成。衆議院は 人の代議員

軍隊の統帥権を保持＝

の絶対主義＝外見的立

ば第４条「天皇ハ国ノ

認めつつも，君主権の

〕。

２院制，貴族院は皇族，

から構成＝代議員は，

選挙権が与えら

全人口の ％

議会」を形成〕

より著しく制限

の協賛を経た後

新規租税や税率

らの不満が何ら

れる，直接国税 円以上の納

〕による選挙で選出＝財産資

。貴族院と衆議院は対等の権

，しかし，自由民権運動の成

，裁可，公布，執行の天皇大

変更は立法の必要， 有権

かの形で議会に反映〔＝初期

税者〔ほぼ２町歩の中小地主

格に基づく選挙権〔＝初期に

限。立法協賛権や予算の審議

果としての議会による制約も

権が実施， 予算についても

者は全人口の ％とはいえ，

議会における民党と吏党の対

以上で第１回選挙では

は大地主が多く，「地主

，承認権は天皇大権に

発生＝ 立法権は議会

，議会の協賛が必要，

中小地主を含み，かれ

立〕。

教育勅語と

語」が発布＝小

道徳の基本とし

忠良ノ臣民」と

合策＝軍人勅諭

他方，議会開

地方自治。明治 年〔 年

学校の幼児教育段階から，忠

て，「一旦緩急アレバ義勇公

しての献身思想を育成＝天皇

とともに，天皇中心の軍国主

会に先立って，明治 年〔

〕第１回通常議会召集に先

孝を基軸とする，天皇制国家

ニ奉シ……天壌無窮ノ皇運ヲ

制国家の制度構築とともに，

義思想への国民の強制的等質

年〕に市制・町村制が施行

立ち，「教育ニ関スル勅

と家との家族国家観を

扶翼スヘシ」と，「朕カ

国民思想の国家への統

化。

，翌年に府県制・郡制

（ ）



を制定し，中

自治制度を制

たは直接国税

第２次大戦後の世界情勢の変化

央政府の地方支配を容易にす

定。 町村における有権者は

２円以上の納税者，の三条件

と日本における社会経済史学の変遷

るためとはいえ，自由民権

，満 歳以上の男子戸主，

を満たした者＝小作農は除

（川本）

運動の慰撫策として，地方

２年以上の居住者，地租ま

外，選挙は２級選挙法＝納

税額の高い順

を２級選挙人

＝有権者は地

するグループ

産資格に基づ

円以上，被選

いたうえに，

に選挙人名簿を作成し，租税

とし，半数づつの議員を選出

租または直接国税２円以上の

を１級，中位を２級，下位を

く不平等選挙権， 府県では

挙権は地租 円以上の納税者

町村議会・市議会⇒府県会⇒

総額２分の１を納める上位

＝財産資格に基づく不平等

納入者⇒直接市税総額を３

３級選挙人として，各３分

，既述のように，財産資格

に限定⇒以上，議会の権限

衆議院⇒貴族院の選挙制度

グループを１級選挙人，他

選挙権， 市は３級選挙制

分し，上位３分の１を納税

の１の市会議員を選出＝財

に基づき，選挙権は地租５

が審議権のみに限定されて

は土地所有の大小の序列に

照応し，下層

．天皇制

展を，天皇制

り，憲法が制

民主主義の発

て，選挙権の

１．松方デ

ぎ女工〔

の小作農や自小作農は排除。

絶対主義の確立から第二次大

絶対主義機構の構築とその思

定され，国会が開設され，外

展を，国際情勢の推移と経済

拡充運動＝普選運動を中心に

フレから日露戦争まで。松方

細井和喜蔵『女工哀史』〕⇒明

戦終了まで。以上明治維新

想強制とが進行する過程に

見的立憲主義が成立する過

発展に伴う天皇制絶対主義

考察。

デフレ⇒繊維工業中心の産

治 年〔 年〕日

以後における民主主義の発

おいて，自由民権運動によ

程として考察。以下では，

機構の変容との関連におい

業革命の進行＝労働力は出

清戦争⇒明治 年〔

年〕官営八幡

体の争議か

による労働組

成＝普選運動

要求へ〕⇒明

義研究会〔＝

⇒明治 年

製鉄所の操業開始で重工業も

ら重工業男子労働者中心の争

合期成会結成，また，同年，

の起点〔財産資格に基づく不

治 年〔 年〕活版工同志

キリスト教的改良主義の立場

〔 年〕に「普通選挙期成同

発展⇒労働争議と社会問題

議へ移行＝明治 年〔 年

信州松本で木下尚江等が「

平等選挙権から一定年令以

懇談会や，阿部磯雄，片山

に立ち，社会改良と労働者

盟会」が東京に設立＝自由

発生＝日清戦争後の職人主

〕，高野房太郎や片山潜等

普通選挙期成同盟会」を結

上の男子への平等選挙権の

，幸徳秋水等による社会主

の人格修養に力点〕が結成

主義と社会主義者の協力関

係が形成⇒

中正造が衆議

出現〕＝明治

内閣による治

等，労働組合

会結成＝明治

官僚と協力し

年体制へ〔＝明治 年（

院において質問した年である

年〔 年〕社会主義研究

安維持法公布＝労働組合に対

と一切の大衆的行動を警察の

政治史上の一画期＝自由民権

て道路や治水等の地方利益の

年）は，足尾鉱毒事件での

と同時に，今後の政治と経

会が社会主義協会と改称して

するストの実質的禁止や政

取締り対象へ，同年，伊藤

時代の自由党の流れを汲む

実現による党勢拡張方針へ

被災民弾圧について，田

済の発展を決める諸要因が

実践活動へ⇒同年，山県

治結社への女子の参加禁止

を初代総裁とする立憲政友

も，伊藤を中心として藩閥

転換＝天下国家を論じる政

党から実利中

点〔⇒大正

幸徳，片山等

主主義的性

明治 年〔

の決定で否決

心の政治への移行＝公共事業

年（ 年）護憲三派内閣成

による社会民主党結成〔綱領

格〕＝日本最初の労働者政党⇒

年〕に最初の普選法案が衆

〕⇒明治 年〔

をめぐる政官業の癒着と選

立まで継続〕⇒明治 年〔

は，段階的不平等の打破を

山県内閣は即日結党を禁止し

議院に上程〔特別委員会決

年〕日露戦争。

挙区への利益誘導政治の起

年〕５月，木下，安部，

中心に普選実施等を含む民

，新聞等の発行も禁止⇒

議では 対 票で，委員長

（ ）



２．日露戦争

とする民衆によ

鎮圧⇒１道３府

立命館経済学

から普通選挙法施行まで。明

る日比谷焼打ち事件＝大正デ

県に波及してポーツマス条

（第 巻・第３ ４号）

治 年〔 年〕９月５日に

モクラシー運動の起点⇒９月

約反対決議⇒以後，大正７年

ポーツマス条約を不満

６日に戒厳令を発して

〔 年〕の米騒動に

至るまで９月５

政治における公

を要求⇒明治

国民党，中央倶

となり貴族院で

年〔 年〕

義〔＝海外移民

日と明治憲法発布の日，２月

平と公正の尊重，対外強硬主

年〔 年〕に普選同盟会が

楽部が賛成⇒明治 年〔

否決〔理由は，議会は君主の

に浮田和民が「内に立憲主義

による日本帝国勢力の扶植と

日に民衆騒擾発生＝民衆主

義，および閥族打破，憲法擁

普選大会を開催⇒普選法案を

年〕３月に普選法案が衆議院

統治機関であり，国民の代表

，外に帝国主義」を唱え，民

経済圏確保〕を結合⇒大正２

義的国家主義の発展＝

護の立憲政治の確立，

衆議院に提出⇒政友会，

通過⇒穂積八束が中心

機関ではない〕⇒明治

本主義と倫理的帝国主

年〔 年〕大正政変

＝藩閥桂内閣が

シーメンス汚職

年〕第一次

文「憲政の本義

いう危険学説と

いった国体の如

段として普通選

貴族院のあり方

閥族打破，憲法擁護の民衆デ

事件で倒壊⇒立憲改進党の大

世界大戦―⇒大正５年〔

を説いて其有終の美を済すの

混同の恐れがあり，平民主義

何にかかわらず，一般民衆を

挙と政党政治の確立の必要を

を批判，また，民本主義は社

モで倒壊〔＝第一次護憲運動

隈内閣成立＝政党内閣の起点

年〕１月，吉野作造が「中央

途を論ず」を発表＝内容は，

は貴族敵視と結びつくがゆえ

重んじる民本主義を主張，そ

主張し，藩閥専制勢力の拠点

会主義に否定的で，民主主義

〕⇒山本海軍閥内閣が

―大正３ ７年〔

公論」に代表的政治論

民主主義は主権在民と

に，君主制や共和制と

れを実現するための手

である軍部，枢密院，

は国民の智徳が低けれ

ば「衆愚政治」

政治〔吉野は翌

運動における規

と同情を示す〕

〔 年〕米騒

主義者とへの分

モクラシー論⇒

に陥る危険を孕み，民衆の意

年の論文では，西洋における

律と節制を強調⇒さらに翌年

―大正６年〔 年〕ロシア

動＝日本におけるプロレタリ

裂＝山川均の吉野批判＝吉野

同年，米騒動で失態を演じた

向を踏まえた少数賢者による

社会施設は民衆の要求の結果

の論文では，アジア人民の民

革命＝世界最初の社会主義国

ア労農運動の新しい段階の起

の民本主義は主権の所在を曖

寺内内閣の総辞職⇒原敬政友

民本主義を主張＝哲人

と述べたうえで，民衆

族独立運動に深い理解

家の成立―⇒大正７年

点＝自由主義者と社会

昧にした人民抜きのデ

会内閣成立＝普選運動

に冷淡＝大正８

を一蹴＝理由は

内でのアナルコ

近し」の幻想が

義や普選で去勢

労働運動の挾み

〔 年〕山県

年〔 年〕に小選挙区制を

，普選による階級制度打破は

サンジカリズムとボリシェヴ

発生⇒大正 年〔 年〕に

される危険を警告＝社会主義

打ちで停滞⇒大正 年〔

死去と山県系官僚閥の分裂と

実施して政友会が圧倒的多数

不穏思想⇒大正９年〔 年

ィズムの主導権争いと後者の

ボル派の山川均の論文発表＝

運動における民主主義の軽視

年〕原敬殺害⇒政友会高橋

ワシントン条約〔海軍軍縮と

獲得⇒野党の普選法案

〕戦後不況と労働運動

勢力の増大⇒「革命間

無産階級運動が議会主

⇒普選運動は原内閣と

是清内閣へ⇒大正 年

中国に対する９か国条

約等〕＝国内，

普選を鮮明にし

衆運動において

産党の非合法結

〔 年〕虎ノ

府主義者，社会

国際政治の転期〔国際的には

，立憲国民党が革新倶楽部に

京都で全国水平社創立大会，

成，平塚・市川等の新婦人

門事件〔難波大助の摂政狙撃

主義者の殺害事件〕で民衆の

幣原協調外交へ，国内的には

改組し，犬養，尾崎等が普選

日本農民組合結成，堺・野坂

協会が日本最初の婦人政談演

事件〕と関東大震災〔朝鮮人

間で反社会主義感情が 揚⇒

野党第１党の憲政会が

を掲げる。同時に，大

・徳田等による日本共

説会開催〕⇒大正 年

虐殺と大杉栄等，無政

社会主義者が普選運動

（ ）



支持へ転換⇒

派を結成〔高

閣が継続〕＝

第２次大戦後の世界情勢の変化

大正 年〔 年〕政友会，

橋政友会内閣の後，加藤友三

第２次護憲運動⇒総選挙で護

と日本における社会経済史学の変遷

憲政会，革新倶楽部が，政

郎，第２次山本権兵衛，清

憲３派の圧倒的勝利⇒加藤高

（川本）

党内閣実現のため，護憲３

浦奎吾内閣と３代非政党内

明護憲３派内閣成立⇒大

正 年〔

接国税３円以

に与えられる

年後⇒同時に

止⇒昭和２年

議席獲得と田

霖爆殺事件⇒

年〕内閣は公約に従って普通

上納入の男子であったのが，

ことになったが，生活扶助者

治安維持法施行＝天皇中心の

〔 年〕金融恐慌⇒昭和３

中内閣による共産党と労農党

治安維持法を改正して死刑導

選挙法を成立＝従来の財産

選挙権は 歳以上，被選挙

と女性は除外⇒有権者が総

国体および資本主義の変革

年〔 年〕日本最初の普

の大弾圧〔 事件〕⇒同

入と特高警察大増強⇒デモ

資格に基づく選挙権は，直

権は 歳以上の男子に平等

人口の ％へ，実施は３

を目指す共産主義運動の禁

通選挙実施⇒無産諸派が８

時に満州支配のため，張作

クラシーの岐路へ。

３．普通選

暴落⇒満鉄の

年〕， 事

滝川事件＝自

へ⇒昭和 年

国会の承認な

党斎藤隆夫

綱」と「経済

挙法施行から敗戦まで。昭和

赤字⇒昭和６年〔 年〕満

件で犬養首相殺害＝政党内閣

由主義思想弾圧開始⇒昭和

〔 年〕日華事変⇒戦時経

しで，国内の人的，物的資源

の，衆議院における軍部批判

新体制確立要綱」＝東亜自給

４年〔 年〕世界恐慌⇒

州事変＝国際協調と軍縮時

時代と大正デモクラシーの終

年〔 年〕 事件＝軍

済体制へ⇒昭和 年〔

を戦争目的に動員する権限

演説と議員除名，第２次近衛

圏の確立と高度国防国家の建

満州での石炭と大豆の価格

代の終焉⇒昭和７年〔

焉⇒昭和８年〔 年〕

部独裁と天皇制ファシズム

年〕国家総動員法＝政府が，

⇒昭和 年〔 年〕民政

内閣による「基本国策要

設⇒国内での新体制運動

の推進⇒すべ

争を排し，労

和 年〔

大本営政府

〔 年〕敗

以上，明治

の日本におけ

ての政党の解散へ＝無政党時

働者を軍隊組織に編成し，労

年〕太平洋戦争へ＝東条内閣

連絡会議，最高戦争指導者会

戦。

維新以後に，日本における民

る 歳以上の男女が選挙権を

代へ移行⇒大政翼賛会と大

資一体で戦時生産に協力＝

により議会抜きの御前会議

議等で重大決定＝天皇制ファ

主主義が辿った苦渋の道を

有する普通選挙制を基礎と

日本産業報国会〔＝階級闘

日本型全体主義の確立⇒昭

で決定⇒以後，御前会議，

シズムの完成⇒昭和 年

絶えず想起しながら，今日

して，民主主義制度の完備

した時代に生

〔 〕，とくに

および，中村

年代後半

きる諸君は，この制度を活用

〔 〕は，全面的に，後藤靖

政則『経済発展と民主主義』

に学部ゼミのテキストとして

し，守り育てる義務がある

『自由民権―明治の革命と反

岩波書店， 年，に依拠

使用。

む す び

。なお，附属メモの〔 〕と

革命』中公新書， 年，

して作成。因みに，後者は，

最後に，附

至るまでの，

諸国への軍事

からメモを作

属メモ〔 〕と〔 〕について附

日本における経済と民主主義

的侵略を主要局面に据え，こ

成している。歴史は多様な側

言して結びとしよう。ここ

の発展を，天皇制絶対主義

れと絡み合いながら，その

面から成り立っていて，メ

では，明治維新から敗戦に

の成立と展開，および近隣

もとで発展した，との視角

モとは異ったさまざまな側

（ ）



面からの叙述も

既にその基礎が

を築くために，

立命館経済学

可能である。例えば，日本の

築かれ，そのうえで明治以降

営々と努力を積み重ねてきた

（第 巻・第３ ４号）

今日の経済の繁栄と民主主義

，欧米先進国の文物を導入し

先人の成果である，あるいは

の発展は，江戸時代に

，欧米に比肩する日本

また，欧米諸列強が自

由主義段階から

た日本が，植民

主導により経済

効率的であり，

クロンモデルに

私の附属メモ

との関心と視角

帝国主義段階に移行しようと

地化を防ぎ，列強に伍するた

を発展させ，民主主義を外見

途上国の近代化の秀れたモデ

通じる視角〕，等々。

〔 〕と〔 〕は，私の戦争経験

に立って作成されている。今

していた時期に，黒船来航に

めには，天皇制絶対主義体制

的立憲主義の形態においての

ルを提供するものである〔開

から，再びあのような戦争を

日，憲法改正が日程に登り，

より鎖国の夢を破られ

のもとで，強力な政治

み許すという道が最も

発独裁論やガーシェン

繰り返してはならない，

イラクの人道支援に自

衛隊が派遣され

立っている以上

諸君がこれから

とはいえ，諸

な側面または事

発的な自由意志

との理由づけで

であり，学問の

る等，歴史がどの方向に進む

，私の関心と視点から，明治

の日本の将来を考えるうえで

君は経済学部の学生であるの

態に関心をもつのか，は，諸

により，主観的に決断される

もって，外から与えられるべ

死活にかかわる問題であり，

かは不明であるにせよ，明ら

維新以降敗戦までの歴史を振

参考になると思われる。

で，経済との関連において，

君がこれまで生きてきた経験

べきであって，他から，また

きものではない。これは学問

諸君が冒されたり，逆に放棄

かに戦後史の分岐点に

り返えっておくことは，

諸君が歴史のどのよう

に基づいて，諸君の内

は客観的に重要である

の自由にかかわる問題

したりしてはならない

問題である。し

とり，日本にと

くの人々の意見

能な限り有意義

この結果，諸

たので，当然私

特定の側面ない

かし，諸君が主体的に選択し

り，諸君のこれからの人生に

を参考にして考えてみる必要

と思われる問題の勉学に励む

君は私とは異って，平和で民

とは異った経験に基づく，異

し事態の勉学に励む可能性が

た特定の側面ないし事態を研

とり，どのような意味をもつ

がある。最終的に決断するの

ことが望ましいからである。

主的な，そしてモノの豊かな

った特定の関心と視点から，

高いと思われる。いかなる側

究することが，人類に

のか，については，多

は諸君であっても，可

日本で生まれ育ってき

経済にかかわる歴史の

面や事態に関心をもつ

にせよ，それが

の意義をもつと

であり，有限の

視点に基づく秀

いて確定し，視

待すると同時に

問の仕方につい

歴史全体の特定の一側面の理

同時に限界をももたざるを得

人間にとって無意味である。

れた成果に注目し，自分の勉

野を拡大していくことが重要

，諸君も，この私のメモを諸

て述べ，諸君の参考に供した

解に焦点が当てられるにすぎ

ない。多様な側面をもつ歴史

したがって，絶えず自分とは

学のもつ特定の意義と限界と

である。諸君の斬新な関心と

君の勉学の一助にして欲しい

いと思う。

ない以上，当然に特定

の全体の理解は不可能

異った，特定の関心と

を，それとの比較にお

視角からする成果を期

と思う。以下，私の学

以上から，つ

特定の一側面か

史的側面または

的，または個人

かから，特定の

のある歴史の一

ぎに，諸君は，自分の経験に

，または一事態に焦点を当て

事態を理解するという行為は

の自由意志の領域の問題では

歴史的一側面，または事態と

側面における歴史的結果，ま

基づいて，主体的に選んだ，

，その理解に努めることにな

，学問の領域に属する問題で

ない。すなわち，そこでは，

関連する歴史的事実を収集し

たは歴史的事態を招来した多

経済に関連する歴史の

るのであるが，その歴

あって，主観的，個別

まず，多くの史料のな

，つぎに，諸君の関心

くの諸原因のなかから，

（ ）



最も重要と思

として選んだ

よって結合す

第２次大戦後の世界情勢の変化

われるいくつかの原因を取り

歴史的一側面における歴史的

るという行為が必要になって

と日本における社会経済史学の変遷

出し，最後に，その原因と

結果，または事態とを，歴

くる。この結果，諸君の特

（川本）

，諸君が理解するに値する

史的事実の合理的な連鎖に

殊個別的な経験を基礎に，

主観的関心に

にすることに

の個別的経験

ために，歴史

理解可能な普

社会科学が経

したがって

より設定された，特定の問題

より，万人に理解可能な科学

に基づいて，諸君が個別主観

事実に基づく合理的な因果関

遍的科学に転化するという，

験科学といわれる所以である

，ここで諸君の特定の関心に

が，歴史事実の合理的連鎖

に転化することになる。経

的な関心から選んだ歴史の

連を明らかにすることによ

ここでの筋道は，社会科学

。

より選ばれた歴史の一側面

に基づく因果連関を明らか

済との関連において，諸君

一断面が，それを理解する

り，個別特殊性から万人に

一般においても妥当する。

ないし事態という研究対象

を，現在にお

題，賃金問題

在の特定の経

に基づく特定

理的な因果論

り，現在それ

しようとす

〔「歴史は常に

ける特定の経済の側面〔経済

，配当問題等々〕に置き換え

済の側面や事態のもっている

の関心と視角から，自由意志

的関連〔原因―結果の関係〕

がもっている問題を理解する

るさい，それが生じてきた歴

現代史である」クローチェ〕

理論，経済学史，経済政策

たばあい，経済研究にその

，これまた特定の問題を，

によって選択し，その側面

を，事実の合理的連鎖によ

ことができる。このことは

史過程の理解が絶対に必要

。

等々〕ないし事態〔物価問

まま妥当する。諸君は，現

諸君の個人的，特殊的経験

ないし事態が生じてきた合

って明らかにすることによ

，現在の経済の問題を理解

であることを示している

ところで，

は，必然的に

かにかかわ

「未来を信じ

て努力すべき

そのさい，

という目的を

過去の歴史的所産として現在

，諸君が関心をもっている現

らず，未来に向けて，かくあ

，未来に生きる」〔末川博〕こ

である。

将来の希望を達成するために

明確にし，その目的達成のた

を把握するという社会科学

在の問題を，それを良しと

って欲しいという，将来への

とが青年の特権である以上

は，現在の問題を，将来ど

めに最も適合的であると思

に共通する学問領域の問題

しているか，悪としている

希望と結びついている。

，諸君は将来に希望をもっ

のようにすればよいのか，

われる手段を選択して，目

的達成に向け

的関連〔目的

以上，諸君

把握し，学問

という希望を

が生じる。こ

的連関と目的

て実践することが必要であり

―手段の関係〕が問題となる

は，現在の関心のある問題を

的に因果論的関連を明確にす

実現しようとするばあい，こ

こにおいて，現在を中心に，

論的連関が結び付き，社会科

，これは実践的領域の問題

。

理解しようとすれば，それ

る必要があり，現在の問題

こでは実践のために，目的

過去と未来が結合し，学問

学の一環である経済の諸分

に属する。ここでは目的論

を過去の歴史的所産として

を未来に向けて発展させる

論的連関を明確にする必要

と実践とが結合し，因果論

野を学ぶ意義が生じる。

以上の経済

問題は，現在

に結びついて

きであると考

る〕。しかし

以下，この点

の諸側面や社会経済史を一分

が「何処から」来て，「何処

いる〔もとより，現在の何処

えるのか，は，諸君個々人の

，この問題は，同時に，社会

に触れておきたい。

野に含む，社会科学におけ

へ」行くべきであると考える

，または何に関心をもち，

異った経験から導き出され

科学と宗教とが緊密に連 す

る，学問と実践との結合の

のか，という問題と緊密

また，それを何処へ行くべ

る問題であって，当然異な

ることを示しているので，

（ ）



マックス・ヴ

は，「何処から

る」ことができ

立命館経済学

ェーバーは，「世界宗教の経

」そして「何処へ」または

るのか，についての明快な世

（第 巻・第３ ４号）

済倫理 序論」において，宗

「何から」「何へ」「救われる

界像を画くことにより，その

教的な「救い」の信仰

」ことを欲し，「救われ

独自の意義を獲得した，

と述べている

処へ」という問

が「何処から」

での問題の延長

うすればよいの

学と宗教とは密

今日の日本は

〔マックス・ヴェーバー『宗

題は，諸君が選びとり，関心

生じ，自ら画く理想とする

線上で，現世の苦難が何処か

か，という宗教問題をもまた

接に関係するのである。

，かつて「人生 年」といわ

教社会学論選』みすず書房，

をもつ現在の問題を，現世

「何処へ」導こうとするのか，

ら生じ，来世〔彼岸〕の「救

問題となし得る射程をもって

れていたのが，平均寿命が男

所収〕。「何処から」「何

〔此岸〕において，それ

という社会科学の分野

い」へと至るのにはど

いる。こうして社会科

女で 歳前後にまで延

びたとはいえ，

き旅路」を歩ん

が１日２ドル以

諸君が人間であ

神的空虚さと悩

でるまでに数千

を，さらに数千

生活が，涙の谷

諸君は，常に，人間である以

でいることを自覚すべきであ

下の飢餓線上にあるとはいえ

る以上，もし物質的に満たさ

みが深まるのを避け難くなる

年が経過しなければならなか

年が沈黙のうちに待っている

であることを自覚すべきであ

上，やがては死を迎える，有

る。また，グローバルにみれ

，現在の日本は平和でモノが

れていたとしても，また，そ

。諸君は，現世を，カーライ

った，また汝が自己のこの生

」という数千年の過去と未来

る〔マックス・ヴェーバー

限の「やがては終るべ

ば， 億人の半数以上

れている。しかし，

うであればある程，精

ルが云う「汝が生まれ

涯をもって始めるもの

との間の現世の瞬時の

『儒教と道教』第８章，

前掲『宗教社会

したがって，

勉学する以上，

とが，自分の人

考えながら勉学

いて経済的現世

のすべての人々

学論選』に「儒教とピューリ

諸君は，どういった経過で立

苦悩の随伴する有限の個人の

生にとり，日本社会にとり，

する必要があろう。有限の個

利益と幸福とが達成できると

とは異なる，自分独自の個性

タニズム」として所収〕。

命館大学経済学部に入ってき

人生において，人間社会の経

人類にとり，どういった意味

人の人生についての思索を欠

安易に考えることは非常に危

をもった自分個人の有限の人

たにせよ，経済学部で

済的側面を勉学するこ

をもつのか，を絶えず

如して，人間社会にお

険である。諸君は，他

生をいかに生きるべき

か，を常に考え

分野としての経

むことが肝要で

以上，宗教と

にしよう。

私の個人的メ

との視点に基づ

ながら，日々の営みを日々の

済についての学問をこうした

あろう。

社会科学の結びつきの重要性

モは，既述のように，私の戦

く現在への関心から作成した

反省のうえに立って営むべき

自分個人の日々の営みのなか

を指摘したうえで，再び学問

争経験を基礎に，再び戦争を

ものである。私の個人的希望

であり，社会科学の一

に位置づけて勉学に励

の問題にたち帰ること

繰り返してはならない，

としては，諸君が，諸

君の経験に基づ

め，それを実践

私の作成した個

なお，ここで

第一は，既に

みなされなけれ

く，内から迸り出る関心に基

による，未来の希望実現へと

人メモが，諸君の学問と実践

，さらに，２点に注意を喚起

断っておいたように，学問の

ばならない，と考えてはいな

づいて，現在の経済の特定の

結び付けて勉学をして欲しい

に何らかの役に立つことを願

して筆を置きたいと思う。

領域は広く，学問は，上述の

い。上述の見地に立った学問

問題の学問的理解に努

と思う。そのために，

っている。

ような見地に立っての

の仕方は，私個人の仕

（ ）



方であって，

のない，ある

証する作業と

第２次大戦後の世界情勢の変化

諸君が勉強するさいの参考に

歴史事実とされている過去の

か，ある経済の指数とされて

と日本における社会経済史学の変遷

供したにすぎない。例えば

事柄を，史料批判を通じて

いる数字が，統計作成過程

（川本）

，現在の問題とは全く関係

，事実であるかどうかを検

の吟味を通じて，指数たり

得るか否かを

あり方を追及

にせよ，自分

に正しいとの

第二の注意

と関係する。

降の歴史的経

検証する作業とか，ある時代

する等々も学問の重要な領域

の行なおうとしている学問の

過信に陥いることなく，謙虚

点は戦後史のメモに，さらに

それは，現在の日本における

過を知っておくことが重要と

のある村の史料を手がかり

である。ここでもまた，い

意義と限界とを心得て，自

な気持で学問をする必要が

戦前の附属メモ，とくに〔

諸問題を理解しようとする

考えたからである。例えば

に，その村での経済生活の

かなる関心から学問をする

分の学問の仕方が唯一絶対

あろう。

〕と〔 〕をつけ加えたこと

さい，少くとも明治維新以

，今日問題となっている構

造改革につい

いることか

方へ」のスロ

問題や北朝鮮

妥協すること

中は何処か

ら」の近代化

逆に主要原因

ても，中央省庁に巨大な権限

ら，道路公団や郵政の民営化

ーガンのもとで「小さな政府

への拉致問題が生じ，小泉総

により，腰砕けの様相を呈し

ら生じてきたのか，について

過程に主要な原因を求め，附

を戦後にのみ求める見解もあ

と財源が集中し，これが財

，地方分権の推進により，「官

」を目指しているのである

裁再選と衆議院選挙の勝利

ている。ところで，その官

は種々の見解があり得る。私

属メモ〔 〕と〔 〕で折に触

るので，その点について見

政赤字の重要原因となって

から民へ」，「中央から地

が，既述のように，イラク

の過程で，所謂抵抗勢力と

と中央への権限と財源の集

は明治維新以降の「上か

れて指摘したのであるが，

てみよう。

日本は，戦

政治制度は天

社会が成立し

一方で，情報

営のために組

頂点に巨大な

こうした行

後改革を経て，憲法は天皇主

皇制絶対主義体制から議会制

た。そのうえで，行政面では

集収，監視，国家統制が必要

織が巨大化，専門化して，組

権力と，行政のための財源が

政面における，近代化の内部

権から主権在民に変り，経

民主主義制度へ移行し，基

，市民権の拡大によりサー

となり，他方で，サービス

織内部が縦割りの規則に基

集中して，今日の弊害を生

で進行する過程に加えて，

済は資本主義へと純化され，

本的人権が認められて市民

ビス業務の範囲が拡大し，

業務の拡大とその効率的運

づいて官僚制化され，その

み出した。

第２次大戦における軍事的

効率を高める

圧力も上述の

以上は，現

わち，市民権

めの合理化の

代的行政機構

増大する行政

ための政治的欲求が，社会構

近代化の弊害を生み出す原因

在日本の弊害は戦中・戦後の

拡大に伴う行政範囲の拡大と

進行が，第２次大戦での，社

というシステムが整備されて

業務遂行のための財源とが生

造を近代化させる巨大な推

として作用したのである。

近代化の進展の結果である

，そこでの効率的な業務の

会構造を近代化させるとい

いき，各中央省庁の頂点に

み出されたとの説明であり

進力となり，この外からの

，とする見解である。すな

遂行という，目的達成のた

う強大な圧力も加わり，近

おける巨大な権限の集中と，

，欧米諸国においても同じ

過程が進行し

を異にすると

や教育，宗教

大マシーンと

と生きる価値

確かに，戦

ており，戦争と戦後の近代化

はいえ，同じ過程が，社会の

，娯楽等々の分野においても

化して，このシステムに個人

と意味〔価値合理性〕とが失

後日本において，以上のよう

の生み出した弊害として理

すべての分野，例えば経済

進行し，それらが目的合理

が統合されることにより，

なわれていくという弊害を

な，欧米におけると同じよ

解されている。なお，目的

分野における市場経済機構

性を追求する冷徹非情な巨

人間生活面での個人の自由

も生み出している，と。

うに外見上見える近代化過

（ ）



程が進行した局

内包した組織集

する日本人の思

立命館経済学

面をもつことは，否定できな

団間の競争によりもたらされ

想と行動のあり方についてみ

（第 巻・第３ ４号）

い事実である。しかし，それ

たものであり，近代化した技

る時，欧米と異なった前近代

は前近代的人間関係を

術や組織や制度を運営

的様相が浮上してくる。

欧米における近

選択し，決断し

成される。すな

由に基づく公正

支配を生み出し

自由が自由を殺

しかし，日本

代人とは，封建的共同体の諸

，行動し，その全責任を自分

わち，人間生活面における個

な自由競争を基礎に発展して

，これが個人の自由を抑圧す

すことにより，ポストモダン

においては，自立した近代的

規制から独立し，自立した個

で負うところで成立し，その

人の自由と生きる価値の喪失

きた近代社会が，その発展に

る結果となったことにより生

の問題が発生したのである。

人間が成立したのであろうか

人として，自由に考え，

個人を起点に集団が形

は，自立した個人の自

より巨大機構と官僚制

じてきたものである。

。上下の人間関係でみ

ると，テレビ番

を不問に付して

し，その権限に

自分の責任を

しようとする。

官による民の指

ゆき，権限と財

「上から」の「

組の水戸黄門が長寿番組とな

，自分の選挙区から選出され

基づく財源配分の恩恵に預か

上げにして，自助努力をする

万事「お上」頼りの傾向が強

導による「上から」の発展と

源を民や地方に委譲するのを

お上」の指導という，前近代

っているように，大衆は自立

た国会議員を媒介にして，ひ

ろうとし，苦境に陥った時に

よりも，議員の権威に頼って

い。逆に中央省庁の行政官僚

いう伝統的な思想と行動のあ

拒否する。こうした「下から

的な上下の思想と行動のあり

した個人としての努力

たすら「お上」に陳情

も「政治が悪い」と，

財源の配分でそれを脱

は，明治維新以来の，

り方を代々受け継いで

」の「お上」頼りと，

方が合致して，巨大な

権限と財源を中

団間の競争が生

に預かるのに便

様「上から」の

たドイツでは，

権限領域は軍事

い権限が，すべ

央省庁が保持し，それを中心

み出す組織の巨大化と専門化

利な首都圏に人口の３割が集

近代化を遂行したプロイセン

連 主義の伝統を受け継ぎ，

と外交であり，明治維新以降

て東京の中央省庁に集中した

に政官業が癒着するという前

を通じての弊害とが重なり合

まり，東京一極集中を結果す

が，ビスマルクにより， の

郵便と鉄道が民有化された現

，中央集権的に社会の全領域

日本と好対照をなしている。

近代的弊害と，組織集

って，中央省庁の恩恵

る。因みに，日本と同

領 を統一して成立し

在，中央政府の主要な

に対してといってもよ

他方，横にお

いう意識が薄く

の移動関係の閉

のなかで，明治

下に行くほど集

なってくる。す

社会の家族的構

ける人間関係についてみると

，局⇒部⇒課といった系列，

ざされた身分制的上下関係へ

政府が中央支配を強化するた

団を共同体的，疑似血縁的家

なわち，上司―部下，先輩―

成」〔川島武宜〕が形成され

，自立した個人の自由を起点

または各系列内のグループ内

と，キャリアからノンキャリ

め，末端を共同体の自治に委

族関係とする前近代的な思想

後輩の関係が，親子と長幼

る。したがって，個人は疑似

に集団が形成されると

において，上下の間で

アへと配列された集団

ねた伝統を引き継いで，

と行動のあり方が強く

の序に疑せられ，「日本

家族集団に埋没し，集

団の上下関係の

不明確となる。

も，会社の人間

いのなかにも，

なり，社会人で

競争により，組

秩序を維持しつつ，集団の和

また，個人の自由を確保する

とのつき合いの比重が高くな

対等で自由な関係ではなく，

なく会社人となる傾向が強い

織の近代化が進行して巨大シ

を求めて，お互いをかばい合

という意識が薄いため，勤務

り，そこにおいても，さらに

会社の秩序と和が持ち込まれ

。これと前近代的人間関係を

ステムに個人が埋没する過程

うことで責任の所在が

外のつき合いにおいて

私的な家族間のつき合

，公私の区別が曖昧と

内包した集団組織間の

とが重なり合うのであ
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るが，前近代

りも，集団内

政治の世界

第２次大戦後の世界情勢の変化

的共同体的思考の強い日本に

の秩序と和を重んじる前近代

においても，派閥の議員数に

と日本における社会経済史学の変遷

あっては，集団が近代的に

的な擬似家族的思想と行動

基づく大臣ポストの配分と

（川本）

，目的合理的に機能するよ

が強くなる。

，派閥内の当選回数による

大臣の任命は

おり，個人の

定は，党内融

の料亭での飲

にしても，あ

自由と責任に

面でも，公け

現在崩れているとはいえ，中

能力より派閥集団の当選回数

和と挙党体制の原則から，与

み食いによりなされ，公的な

たかもそれの事後承認の場所

対する集団の秩序と和の優先

の租税収入のなかから，機

央省庁の政務次官のポスト

〔集団の秩序と和〕が優先

党実力者により，私的で個

時間と場である国会の討議

と時間であるかの観を呈し

から，公私の区別が曖昧と

密費の支出項目の形で，「政治

の配分は派閥原理に従って

されている。また，政治決

人的な時間と場所である夜

は，それがすべてではない

ている。ここでも，個人の

なっている。さらに，資金

には潤滑油が必要」との

理由でもって

る取引の費用

したがって

果生じた市場

きる価値や意

えて，各人の

思疎通（

した人間的，

，私的，個人的負担が当然で

が支弁され，ここでも公私の

，自立した個人の自由に基づ

経済機構と近代的行政機構と

味とを回復する道として，例

自由意志に基づく，文化的に

）の場，例えば合

文化的な社会統合により，目

あるべきはずの，有力者に

区別が曖昧となっている。

く公正な競争を出発点とす

いうシステムへの統合によ

えばハーバーマスがいうよ

伝承され，言語的に組織さ

唱や読書等の各種趣味に基づ

的合理性に基づく冷徹なシ

よる料亭での飲み食いによ

る欧米において，競争の結

り喪失した個人の自由と生

うに，性別，職業別等を越

れた生活世界での自由な意

くクラブを結成し，こう

ステム統合から価値合理性

を取戻す提案

共同体的，家

すなわち異質

下関係に編成

的集団至上主

幼児から成人

である。以上

は，実践困難となる。近代的

族的な秩序と和の精神でもっ

で平等な自立した個人によっ

され，集団の秩序と和を重ん

義の観念が形成され，これか

の集団に至るまで，異端者と

から，戦後改革に当たり，制

な自立した個人の自由回復

て，集団に埋没する思考の

て集団が形成されるのでは

じる同質の人間から集団が

ら外れた，個人の自由に基

して集団から排斥され，所

度の近代化とともに，何よ

の思考よりも，前近代的な

方が強く働くからである。

なく，一家の一員として上

形成されるので，疑似家族

づく行為をとるばあいには，

謂イジメの対象となるから

りも制度を運用する「人間

革命」〔南原

う。もとより

芽が認められ

るには，なお

以上，現在

以降，可能で

断絶面と連続

繁〕が重要との提言が，現在

，若い世代の間に，自立した

るようにも思われるのである

時間を必要とすると思われる

日本が直面している問題を考

あれば先土器，縄文，弥生時

面を明らかにし，欧米をはじ

において，ますます重要性を

個人の自覚が芽生えて，欧

が，これが主流となってい

。

えるばあいに，戦後史のみ

代以降を視野に入れ，戦前

めとする他の諸国や地域と

増してきているように思

米的な近代人へ移行する萌

くのか，どうか，を見極め

でなく，少くとも明治維新

と戦後との前近代的局面の

比較して，情報化，国際化，

グローバル化

うえで，その

合的な手段を

以降敗戦まで

もつにせよ，

てやまない。

が進行するなかで，問題の原

問題を将来どうすべきかの目

考え，目的論的連関を明確に

の附属メモ〔 〕と〔 〕を付し

または反感をもつにせよ，こ

もとより，近代化した欧米社

因と結果の連関を学問的因

標を明確に設定し，その目

して，目的合理的に行動す

たのは，以上の理由からで

れが何らかの形で諸君の勉

会も人間社会である以上，

果論的に明らかにし，その

標を実現するために最も適

る必要があろう。明治維新

ある。私の見解に親近感を

学の一助となることを願っ

長所とともに上述の近代化

（ ）



の弊害を含むさ

引きずりながら

ある。

立命館経済学

まざまな欠点をも有している

近代化した日本を良しとする

（第 巻・第３ ４号）

ので，近代化した欧米を良し

のかは，諸君個々人の判断に

とするのか，前近代を

委ねられるべき問題で

なお，私は，

館教学から退く

て筆を置きたい

年度でもって非常勤講師

ことになる。諸君の経済学部

と思う。

の 歳定年を迎え， 年以

学生としての活躍と，将来社

来かかわってきた立命

会に出ての発展を願っ

〔 年２月 日〕

（ ）


